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産業経済局農林課 

国によるため池緊急点検結果の公表について 

１ 国によるため池緊急点検 

 今回のため池緊急点検は、本年７月の西日本豪雨でため池の決壊が相次いだことを

受け、７月１９日に安倍内閣総理大臣が非常災害対策本部会議において、農林水産省に

対し指示したもの。 

 この指示を受け、農林水産省は７月２０日に全国の都道府県に対し、下流の民家や学

校、病院に被害を与える可能性のある全てのため池の緊急点検を要請、８月末を目途に

農林水産省及び県の職員による一斉点検が実施された。 

２ 点検結果 

表１．全国ため池緊急点検結果            

点検箇所数 応急処置が必要と判断されたため池 

全国 ８８，１３３ １，５４０

うち福岡県 ３，９５１ １２９

うち北九州市 ４３３ １７

表２．北九州市内で応急処置が必要とされたため池の内訳 

門司区 小倉南区 若松区 八幡西区 合計 

災害等  ２ ２（１）  ４（１） 

陥没  ５  １（１） ６（１） 

ひびわれ  ２ １  ３（０） 

その他 １ ２  １（１） ４（１） 

合計 １ １１ ３ ２ １７（３）

  注１：小倉北区、八幡東区については指摘無し、戸畑区はため池無し。 
  注２：（  ）は市有ため池。 
  注３：北九州市内のため池数は４９９箇所。 

 国から求められている対応については、１７箇所すべてのため池で完了。 

３ 指摘されたため池のうち災害等で既に対応しているもの

 新池（小倉南区）【民有】：災害査定中（本議会の補正予算議案に計上） 

 内平東池（若松区）【市有】：廃止（今後埋め立てる予定） 

 南正路池（小倉南区）【民有】：改修工法地元協議中（既決予算で対応） 

 逆水池（若松区）【民有】：改修工事設計中（既決予算で対応） 

４ 問い合わせ先 

産業経済局 農林水産部 農林課  担当：梅田、森永（内線２０７８） 
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